
長岡市告示第３７８号 

 

長岡市国民健康保険条例（昭和３４年長岡市条例第３号。以下「条例」といいます。）第

１９条第１項に規定する条例第１２条の２の基礎賦課額から減額する額、条例第１９条第２項

に規定する条例第１５条の５の３の後期高齢者支援金等賦課額から減額する額、条例第１９条

第３項に規定する条例第１５条の７の介護納付金賦課額から減額する額及び条例第１９条第

４項に規定する条例第１５条の１２の子ども・子育て支援納付金賦課額から減額する額を次の

とおり決定したので、条例第１９条第６項の規定に基づき告示します。 

 

令和８年６月２６日 

 

長 岡 市 長   磯 田  達 伸 

 

１ 基礎賦課額から減額する額 

  (1)  条例第１９条第１項第１号ア及びイに定める額 

    ア 令和８年度分の被保険者均等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額 

     １６，１７５円 

    イ 令和８年度分の世帯別平等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額 

     １０，３５１円 

・特定世帯にあっては、５，１７６円 

・特定継続世帯にあっては、７，７６３円 

(2)  条例第１９条第１項第２号ア及びイに定める額 

   ア 令和８年度分の被保険者均等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額 

     １１，５５３円 

   イ 令和８年度分の世帯別平等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額 

     ７，３９３円 

・特定世帯にあっては、３，６９７円 

・特定継続世帯にあっては、５，５４５円   

(3)  条例第１９条第１項第３号ア及びイに定める額 

   ア 令和８年度分の被保険者均等割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

      ４，６２２円 

   イ 令和８年度分の世帯別平等割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

      ２，９５８円 

・特定世帯にあっては、１，４７９円 

・特定継続世帯にあっては、２，２１８円 

 

 

 

２ 後期高齢者支援金等賦課額から減額する額 

  (1)  条例第１９条第２項第１号アに定める額 

    ア 令和８年度分の被保険者均等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額 

      ９，８３９円 



(2)  条例第１９条第２項第２号アに定める額 

   ア 令和８年度分の被保険者均等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額 

      ７，０２８円 

(3)  条例第１９条第２項第３号アに定める額 

   ア 令和８年度分の被保険者均等割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

      ２，８１１円 

 

３ 介護納付金賦課額から減額する額 

(1) 条例第１９条第３項第１号アに定める額 

令和８年度分の被保険者均等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額 

     １０，１０１円 

(2) 条例第１９条第３項第２号アに定める額 

令和８年度分の被保険者均等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額 

     ７，２１５円 

(3) 条例第１９条第３項第３号アに定める額 

令和８年度分の被保険者均等割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

     ２，８８６円 

 

４ 子ども・子育て支援納付金賦課額から減額する額 

(1) 条例第１９条第４項第１号ア及びイに定める額 

ア 令和８年度分の被保険者均等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額 

１，０９７円 

イ 令和８年度分の１８歳以上被保険者均等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額 

      ３４円 

(2) 条例第１９条第４項第２号ア及びイに定める額 

ア 令和８年度分の被保険者均等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額 

      ７８４円 

イ 令和８年度分の１８歳以上被保険者均等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額 

      ２４円 

(3) 条例第１９条第４項第３号ア及びイに定める額 

ア 令和８年度分の被保険者均等割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

３１４円 

イ 令和８年度分の１８歳以上被保険者均等割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

      １０円 

 

 


